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令和８年度「大仙市ＳＤＧｓレポーター」 募集要領 

 

 

１ 目的 

 未来を担う若い世代にＳＤＧｓへの理解を深めていただくことにより、地域の課題解決

や活性化に向けて主体的に考え、行動することができる、持続可能な社会の形成に寄与

する人材を育成するとともに、その成果を広く市民の皆さんなどに発信することで、 

ＳＤＧｓの達成に向けた市全体の機運を高め、未来に向けて持続発展するまちづくりをよ

り一層推進していくことを目的とします。 

 

２ 応募資格 

 次の条件をすべて満たす生徒を対象とします。 

 （１）市内の中学校に在籍していること。 

（２）保護者の同意が得られること。 

（３）原則、本事業の活動にすべて参加できること。 

（４）本事業の活動に積極的に取り組む意欲があり、規律ある団体行動がとれること。 

 

３ 募集人数 

５名程度 

※申請者が多数の場合は、抽選により決定します。 

 

４ 申請期限 

 令和８年５月１９日（火） 

 

５ 申請方法 

 次のいずれかの方法で申請してください。 

（１）インターネット 

   次のＵＲＬまたは二次元コードから申請してください。 

   ＵＲＬ：https://ttzk.graffer.jp/city-daisen/smart-apply/ 

apply-procedure-alias/R8SDGsreporter 

   二次元コード： 
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（２）「大仙市ＳＤＧｓレポーター任命申請書」の提出 

「大仙市ＳＤＧｓレポーター任命申請書」に必要事項をご記入の上、「６ 申請先」

まで持参、郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかの方法で申請してください。 

   申請書は、総合政策課に用意しているほか、市のホームページからダウンロード

することもできます。 

   ※可能な限り、「（１）インターネット」による申請にご協力をお願いします。 

 

６ 申請先 

  大仙市企画部総合政策課 

  〒０１４－８６０１ 大仙市大曲花園町１番１号 

  電 話 ０１８７－６３－１１１１（内線２７８） 

  ＦＡＸ ０１８７－６３－１１１９ 

  E-mail sougou@city.daisen.lg.jp 

 

７ 事業内容 

（１）ＳＤＧｓに関する調査・学習 

   各自調査・学習を行うほか、外部講師による勉強会を開催します。 

次の事項について、現状や問題となっていること、目標達成に向けた取組など

（日常生活でできる取組などの調査のほか、新たな取組の提案など）について、調

査・学習をしていただく予定としています。 

○ＳＤＧｓ全般について 

   ○興味・関心のある目標について 

（２）ＳＤＧｓに取り組んでいる企業等への訪問学習 

秋田県ＳＤＧｓパートナーや大仙市ＳＤＧｓ取組宣言企業・団体など、ＳＤＧｓに取り

組んでいる企業等を訪問します（１～２企業等を予定）。 

（３）調査・学習成果のまとめ、発表・発信 

   調査・学習成果を個人及び全体としてまとめ、広報やホームページ、ＦＭはなび、

中学生サミット等で発表・発信します。 

※ 過年度の「大仙市ＳＤＧｓレポーター活動報告書」を市のホームページに掲載して

いるほか、本要領の４ページに一部抜粋として、令和７年度の事業実績を掲載し

ていますので、事業内容の参考としてご確認ください。 
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８ スケジュール 

（１）５月上旬   ＳＤＧｓレポーターの募集 

（２）５月下旬   ＳＤＧｓレポーターの決定 

（３）６月上旬～  ＳＤＧｓに関する調査・学習 

（４）７月上旬～  調査・学習成果のまとめ 

（５）７月下旬   ＳＤＧｓに取り組んでいる企業等への訪問学習 

（６）８月上旬～  調査・学習成果の発表・発信 

 

９ 注意事項 

（１）ＳＤＧｓレポーターへの任命を決定した場合は、申請者本人に任命の決定を通知

し、保護者及び申請者が在籍する学校には任命した旨を通知します。 

（２）申請者が少数であるなど、事業の実施が困難と判断した際は、事業を中止する

場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

（３）ＳＤＧｓレポーターの活動は、基本的に土日祝日、または放課後、夏休み期間中を

予定しており、複数回ご参集いただきます。過年度の活動内容は市ホームページ

に掲載している活動報告書をご確認ください。 

（４）活動の様子などは市ホームページや広報、ＳＮＳ等で配信・公表する予定として

いますので、あらかじめご了承ください。 

（５）学習会場（大仙市役所大曲庁舎）には、保護者の方などから送迎をお願いしま

す。企業等への訪問など、学習会場からの移動は市で行います。 

（６）申請をもって、本要領に同意したものとみなします。 
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【参考】「令和７年度大仙市ＳＤＧｓレポーター活動報告書」一部抜粋 

１ 大仙市ＳＤＧｓレポーター事業 （３）活動実績 

 

月 日  活 動 内 容 

６月 
１２日 

・任命書授与 

・オリエンテーションの実施（今後の活動内容や流れなどを説明） 

・勉強会の開催（外部講師：ＳＤＧｓ全般について説明） 

・自己調査・学習の開始（調査・学習シートを活用しながら実施） 

中旬 市ホームページによる情報発信の開始 

７月 

１日 広報７月号での情報発信 

３日 

・発表テーマの選定 

・発表テーマに関する調査・学習の開始 

（発表資料準備シートを活用しながら実施） 

１７日 発表資料作成① 

２４日 発表資料作成② 

３０日 

企業への訪問学習 

・明治安田生命保険相互会社 大曲営業所 

・株式会社タニタ秋田 

８月 

１日 

広報８月号での情報発信 

・発表資料作成③（完成） 

・発表練習 

７日 「大仙市中学生サミット」での発表 ※大雨により中止 

１９日 

・「ＦМはなび」の収録 

放送日：８月２０日、２２日、２５日の３日間 

 いずれも１日３回放送 

・活動レポートの作成 

２２日 東北ＳＤＧｓ未来都市サミットでの取組紹介 

１０月 １日 広報１０月号での情報発信 

３月 下旬 大仙市ＳＤＧｓレポーター活動報告書の公表 

 


